
議案第123号 

    

和解することについて 

 

建物撤去及び土地明渡し請求事件に関し、次のとおり和解することについて、地方自治法

（昭和22年法律第67号）第96条第１項第12号の規定により、議会の議決を求める。 

令和４年12月２日提出 

 

伊賀市長 岡 本  栄 

 

記 

  

１ 相手方  

  ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

  ＊＊＊＊＊ 

  

２ 事件名  

  建物撤去及び土地明渡し請求事件 

 

３ 事件の概要  

昭和46年12月９日、伊賀市（当時の上野市）は、現在の伊賀市八幡町＊＊＊＊＊の土

地を売買により取得したが、当該土地の上には、売買以前から現在に至るまで、相手方所

有（売買当時は相手方の父所有）の家屋が建っている。 

当該土地及び家屋の処理に関しては、相手方の兄から相談を受けていたが、未解決とな

っていることから、公益財団法人三重県市町村振興協会が運営するＡＤＲ（裁判外紛争解

決手続）事業を利用して解決を図ることとし、令和３年12月９日に申立てを行った。 

    

４ 和解条項  

⑴ 相手方は、伊賀市に対し、本件和解成立後６か月以内に伊賀市八幡町＊＊＊＊＊上に

存する相手方所有の建物（以下「本件建物」とする。）及び伊賀市八幡町＊＊＊＊＊の



土地（以下「本件土地」とする。）を明け渡す。 

⑵ 相手方は、伊賀市が、⑴に定める期間経過後、本件建物を撤去することにつき承諾す

る。明渡し確認後に本件建物内に残置動産が残存する場合は、当該動産について、伊賀

市が処分を行うことに相手方は異議を申し立てない。建物及び残置動産の撤去費用は、

伊賀市の負担とする。 

⑶ ⑵に定める伊賀市による本件建物の撤去が完了後、相手方は、速やかに、本件建物の

滅失に関する登記手続及び伊賀市課税課への家屋滅失届の提出を行う。なお、手続費用

は、相手方の負担とする。 

⑷ 伊賀市は、相手方に対して、本件紛争の一切の和解金として、双方立会いによる明渡

しの完了確認の後 30日以内に相手方の指定する口座に 5,500,000円を振込みにより支

払う。なお、振込手数料は、伊賀市の負担とする。 

⑸ 伊賀市及び相手方は、本和解条項に定めるもののほかは、本件土地及び本件建物に関

し、何らの債権債務のないことを相互に確認する。 

⑹ 本件手続費用は、伊賀市の負担とする。 

 


